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令和４年度の学校経営

一 教育目標

本校の念願する生徒像を教育目標として設定し，目標に向かって努力する過程を

一層重視する。生徒はその目標を目指して励み，教師は教育目標の具現化のために

努力し，保護者はその目標を理解し，子弟の教育に共にあたる。

◇ 進んで学び よく考える生徒（知）

◇ 人権を 尊 び 支え合い 助け合う生徒（徳）
とうと

◇ 心身ともに健康で たくましい生徒（体）

１ 具体的指標（教育目標が描く具体的な姿）

教育目標の具現化に向けて，下記のように指標を設定し，全職員の共通理解を図り，

英知を結集して本校の生徒像を実現するために努力する。

(1) 進んで学び よく考える生徒（知）

① 基礎・基本を確実に身をつける。‥‥‥‥‥‥‥【勤勉・努力・向上】

② 自主的，計画的な家庭学習の習慣を確立する。‥【自主・計画・継続・習慣】

③ 自ら目的意識を持ち，課題解決に取り組む。‥‥【自立・創造】

④ 心で聴き進んで発表する。‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥【集中・表現・思考・積極】

(2) 人権を 尊 び 支え合い 助け合う生徒（徳）
とうと

① 互いに良さを認め合い，励まし合う。‥・ 【誠実・尊重・敬愛・慈愛・友情】

② 自然や芸術・芸能に親しむ。‥‥‥‥‥‥・【自然愛・人間愛・文化の尊重】

③ 物を大切にし，整理整頓に心掛ける。‥‥・【価値判断・環境保全・節約】

④ ボランティア活動に励む‥‥‥‥‥‥‥‥・【奉仕・気配り・思いやり】

(3) 心身ともに健康で たくましい生徒（体）

① スポーツに親しみ，体を鍛える。‥‥‥‥【気力・体力・共生・感動】

② 食に気を配り，健康・安全に心掛ける。‥【安全・保健・節度・食習慣】

③ 最後まで根気強くやり遂げる。‥‥‥‥‥【忍耐・根性・鍛錬・意志・行動】

④ ルールを守り，健全で活気のある行動‥‥【節度・活気・遵守・生活習慣】

２ 本校で育成する生徒の資質・能力

急激な社会変化や予測困難な時代にあっても、未来の創り手となるために必要な

資質・能力を確実に生徒に育むため次のように設定する。

◇ 生きて働く質の高い知識・技能の習得とそれらを活用する力 ・・・【知識技能】

◇ 他者との対話を活かし試行錯誤する思考力・判断力・表現力【思考・判断・表現力】

◇ 自他を認め、自己の生き方を探求し、粘り強く挑戦し続ける力【学びに向かう力】

◇ 郷土に愛着と誇りを持ち、持続可能な社会の創り手となる能力【人間性等の涵養】
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３ めざす生徒像

本校の教育目標を実現するために求める生徒像を次のように設定する。

◇ 人権尊重を基底に ,他者の良さや，弱さを受け入れ，支える合える生徒【人権尊重】
◇ 授業や家庭学習に主体的に取組み質の高い知識・技能を習得する生徒【知識・技能】

◇ 自ら課題を見つけ，自ら考えて積極的に学習する生徒‥‥‥‥・【思考力・判断力】

◇ 自分の考えを持ち，自分の言葉で表現できる生徒………･……【思考力・表現力】

◇ 目標へ向かって粘り強く挑戦し続ける生徒・・・・・・・・・【学びに向かう力】

◇ 郷土に愛着と誇りを持ち、持続可能な社会の創り手となる生徒・【人間性・郷土愛】

４ めざす学校像

こんな学校を実現したいと願いを込めて全職員・生徒・保護者で作り上げたい理想

像は次の学校の姿である。

◇ 命を大切にし，安心・安全で誰もが居心地の良い学校……………･【生命尊重】

◇ 将来を語り，進路を語り合う夢を育てる学校‥‥‥‥‥‥‥‥・・【目的意識】

◇ 目標に向かって，生徒と教師が力を合わせてチャレンジする学校・･【師弟愛】

◇ 地域に開かれ，地域とともにある学校・・・・・・・・・・・・【連携・協同】

◇ 心のこもったあいさつや歌声の響き合う学校 …‥‥‥‥‥‥‥【明朗・快活】

◇ 男女が学級仲間を大切にし，励まし合って協力する学校‥‥‥・… 【協力心】

◇ 花が咲き，チリ一つない美しい学校‥‥‥‥‥‥‥‥・・・・・・【環境美化】

◇ グラウンドに，体育館に歓声のあがる学校‥‥‥‥‥‥‥‥‥・【活気・活力】

５ めざす教師像

教育は人なりと言われるように，教師のあるべき姿が教育を大きく左右する。本校

の教師は，教職の重大性の自覚に立ち，教師としての使命感を認識して，その職責の

遂行にあたり，次のような教師像を設定し，その実現に向かって日々努力する。

◇ 教育の専門家として，学び続ける教師……・…・………‥【研究意欲・指導力】

◇ 同僚と語り合い、支え合える教師…………………･…………【同僚性】

◇ 生徒を見つめ，愛情を注ぎ，人間性豊かな教師‥‥‥‥‥・【教育愛】

◇ 心身共に健康で，情熱のある教師‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥・【健康・情熱】

◇ 生徒・父母・地域から信頼される教師‥‥‥‥‥‥‥‥‥・【誠心誠意】

６ めざす地域像

「地域の子は地域で育てる」という思いを大切に，地域と学校の連携を強化する。

また，地域に開かれ，地域と共に歩む，地域から「信頼される」「魅力ある」学校をつ

くり，「わったぁー学校だ」との意識を高め，地域の拠り所となるよう努める。

◇ あたたかな目で見守り，すべての子供を大切にする地域・・・・【信頼】

◇ 学校と情報の共有ができ，教育活動に積極的に関る地域・・・・【協同】

◇ 学校行事や地域行事を通して，子供たちを称賛する地域・・・・【洞察】

◇ 自尊心を高めようと，常に温かい言葉かけができる地域・・・・【計画】

◇ 地域で育てるという認識をもち，心の触れあいのある地域・・・【自立】
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７ めざす授業像
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二 経営の基本方針

１ 学びの共同体による学校改革を目指し，全職員が本気で学校経営に参画し，教育目

標の具現化及び学校課題の解決のため，組織的に取り組む態勢づくりを推進する。

２ 教職員としての使命感を自覚し，生徒のよさや可能性を最大限に引き出せるよう教

師として全身全霊で取り組む。

３ フロンティアビジョン・「学力向上フォーカスシート」の結果を踏まえ、諸活動にお

けるＰ(計画)・Ｄ(実践)・Ｃ(評価)・Ａ(改善)のサイクルを重視し，より質の高い教

育実践を推進する。

４ 生徒一人一人に存在感を持たせるとともに，お互いを受け入れる受容感づくりに努

め，安らぎの中で意欲的に諸活動ができる体制をつくる。

５ 学校課題や生徒の実態を的確に把握し，個々の生徒に即した指導方法を工夫改善す

るとともに，保護者との連携の下，家庭での学習習慣づくりを推進する。

６ 生徒一人一人に即した進路指導に努めるとともにその実現に向かうため，学ぶこと

への意欲化を図る。

７ あらゆる場を通して，学習の基本である「聴く態度」や「集会規律」の指導の徹底

を図る。

８ 教育環境を整備し，花の咲き誇る潤いのある学校づくり，価値の高い言語活動ので

きる学習環境づくりを推進する。

９ 教職に誇りを持ち，常に教育の本質に向かって日々意欲的に教育実践・研鑽に取り

組む教師集団の確立を図る。

10 部活動の活性化及び適正化，不登校傾向の生徒への対応のために保護者や関係機関

を含めた支援チームづくりを推進する。

11 自己評価や学校関係者評価等を学校経営に生かし，開かれた学校づくりを推進する。

三 学校教育の課題と学校経営の課題

１ 本校の学校教育に関する課題

【知】

(1) 基礎的基本的な知識・技能の定着，それらを活用する力（諸学力検査から）
(2) 一事徹底である聴き合う関係（学校評価から）
(3) 家庭学習の質の問題（授業と連動した計画的な家庭学習を推進）

【徳】

(4) 生徒間の人間関係づくりと人権意識の涵養（いじめ問題）
( 5) 凡 事徹底の充実（学校評価から）

【体】

(6) 持久力に課題（新体力テストから）
(7) 朝食摂取率の向上及び食育の充実（生活実態調査等から）
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２ 本校の学校経営に関する課題

(1) 「学びの共同体」の理念による学校改革と同僚性の構築
(2) ひらかれた学校（ＰＴＡ・地域・関係機関等）の推進
(3) 環境整備（校舎内・学校敷地等）

四 経営の重点目標

本校の学校課題を踏まえ，教育目標の具現化を図るため，「きき合い 学び合い 支

え合う 思いやりのある学校」を経営の総括重点目標とし，以下の１～4を本年度の重点

目標とし，教職員共通理解のもと日々の教育実践を推進する。

【知】（学力の向上） 「自学：日々進んで学ぶ！」

１ 確かな学力を育む教育活動の充実

(1) 学び合いのある授業づくり・校内研修の充実・公開授業研究会の開催
① 「主体的・対話的で深い学び」の構築，全教師が授業公開，授業リフレクション

② 「沖縄県学力向上推進５か年プラン・プロジェクトⅡ」「対話と協同のある學び

の授業スタンダード」「問いが生まれる授業サポートガイド」を指針として授業改善

③ 授業でのジャンプ課題の設定

④ 一単位時間で完結する授業マネジメント

(2) 個に応じた指導の充実
① 補充的・発展的指導の機会提供 ② 補習指導（放課後） ③ ＴＴ活用

(3) 学習環境の整備
① 教室環境の整理整頓 ② 掲示物の充実（効果的な活用） ③ コの字型

(4) 家庭学習の習慣化
① 授業と連動した宿題 ② 「青雲の志」の効果的な活用

(5) 本年度の達成目標（知）
内 容 数 値 目 標

３年 全国学力・学習状況調査 正答率地区平均以上 無解答率 5%以下
２年 沖縄県到達度調査 正答率地区平均以上 無解答率 5%以下
１年 沖縄県到達度調査（数学） 正答率地区平均以上 無解答率 5%以下

【徳】（人間性の向上） 「自律：自らに厳しく，他者に思いやりを！」

２ 積極的な生徒指導の展開（生徒間・生徒と教師の信頼関係，絆づくり）

(1) 一人一人の良さ，可能性に目を向け，励まし，認め，伸ばす指導
① いじめ，問題行動，（不登校）の未然防止，早期発見・早期対応・早期解消

② 生徒同士，生徒と教師の聴き合う関係

(2) 凡事徹底（聴く態度，黙動清掃，あいさつ，語先後礼，言葉遣い等）の推進
① 「社会でゆるされないものは学校でもゆるされない」毅然とした態度

(3) 道徳教育，人権教育の充実（思いやり，規範意識，協調性等の醸成）
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(4) 生徒会活動の活性化，学校行事，ボランティア活動，部活動の充実
(5) 本年度の達成目標（徳）

内 容 数 値 目 標

１ 人権・生徒指導に関するアンケート 毎月１回，年 11回実施する
２ 学校が楽しい割合（84％） 学校全体で 90%以上
３ 朝遅刻，授業遅刻・無断欠課数 朝遅刻半減，授業遅刻 0，無断欠課 0

【体】（健康・体力の向上） 「自力：根気強く，果敢に挑戦！」

３ 体力の向上と食の教育の充実

(1) 運動部活動の練習に，持久力向上を目的とするメニューを積極的に取り入れる。
(2) 学校栄養教諭とのＴ･Ｔによる授業を通して，食育の指導を強化する。
(3）ＰＴＡ及び給食センターと連携，学期１回の「弁当の日」の充実
（4） 本年度の達成目標（体）

内 容 数 値 目 標

１ 持久力（1500m,1000m）の向上 男女とも前年度比７秒短縮

２ 子どもがつくる「弁当の日」 学期１回，年３回実施

３ 朝食の摂取率の向上 肯定的回答 85％以上

【ひらかれた学校】（つながり） 「敷居の低い学校！」

４ 生徒・保護者・地域から信頼される学校

(1) 授業参観・学校行事等では，学校を開放し保護者・地域に案内する。
（ 2）情報が双方向に行き交う関係
(3) 本年度の達成目標（連携）

内 容 数 値 目 標

１ 授業参観回数・参加率 年８回・50%以上が参観
２ 学校だよりの発行 年３０号以上

３ 地域教育資源の活用 教科・領域(各 1)，総合(学年 2)学校行事(1)

五 経営の重点事項と努力事項

引き続き，知・徳・体のバランスのとれた教育活動を推進するため，次の経営の重

点事項と努力事項を設定し，日々の教育実践に努め，本校の教育目標の具現化を目指

す。（ 1 ～ 20 は重点事項，重点事項の下記は努力事項）

【知】１～５

１ 学習指導の工夫・改善・充実

(1) 指導体制の改善・充実を図る。
① 「主体的・対話的で深い学び」の授業を構築するために，全教師が授業を公開し

リフレクション（研究協議）を行う。

② 指導の効果性を高めるため，外部の専門家等の地域教育資源を活用し，授業への

参加・協力を得る。
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(2) 指導方法の改善・充実を図る。
① キャリア教育の視点を踏まえて，夢や希望を持たせる取組を行い，主体的に学習

に取り組む態度の育成を図る。

② 「沖縄県学力向上推進５か年プラン・プロジェクトⅡ」，「問いが生まれる授業サ

ポートガイド」等を指針として，資質・能力を育む授業改善を図る。

③ 基礎的・基本的な知識・技能を習得させ，活用する力を育成するために，授業と

連動させた宿題の与え方等を工夫するなど，生徒の主体的な態度を育成する。

④ 言語に関する能力の育成を図る上で必要な「言語活動」を各教科・領域で充実さ

せる。

⑤ 問題解決的な学習や表現したり，活動を振り返ったりする活動を工夫する。

⑥ 授業でのジャンプ課題の設定に努める。

⑦ 教科等横断的な学習の充実を図り「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す。

(3) 指導と評価の一体化を図る。
① 観点別評価規準を明確にした単元指導計画を作成し，指導と評価の一体化による

授業改善に取り組む。

② 客観的な評価で信頼性と妥当性に努め，全生徒が観点別評価規準「Ｂ評価」を達

成できるよう手立てを講ずる。

③ 学習評価について理解を得るため，保護者や生徒向けに説明する機会を設ける。

(4) 望ましい学習態度の育成を図る。（主体的な学習の仕方）
① めあてを持って望む学習態度の育成（５分前行動）

② 真剣に聴く態度の育成

③ 考える態度の育成

④ 進んで発表する態度の育成

⑤ 学習用具の準備の徹底

(5) 家庭学習の習慣化を図る。
① 県（ＨＰ）や学校独自の家庭学習の手引きの活用

② 授業と連動した宿題の与え方の工夫と「青雲の志」の効果的な活用

③ 生活リズム表の活用・充実と主体的な予習・復習の計画・実践・評価

④ 保護者との連携の強化

(6) 図書館教育の充実を図る。
① 進んで学習する態度の育成

② 読書活動の充実（朝の読書）

③ 個人や学級，学年目標の達成（学級間格差がないように努める）

④ 読書内容の質の向上に努める。

⑤ 図書館利用の指導の充実（年間指導計画への位置付け）

２ 進路指導の充実を図る。【目的意識の高揚】

(1) 一人一人の生徒に目的意識を持たせ，自己実現への意欲の育成を図る。
(2) キャリア教育推進委員会を設置し，キャリア教育全体構想を作成するとともに，
教科・領域等に４つの能力との関連を位置づける。

(3) 進路指導の年間指導計画に基づく，計画的・継続的・組織的な実践を推進する。
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① 職場体験学習の推進。（チャレンジウィーク・ in 国頭）
② 進路講演会の実施。

(4) 学年段階に応じた系統的な指導の充実を図る。
(5) 進路指導に関する情報，資料等の整理活用を推進する。

３ 校内研修の充実を図る。【学校課題に応じたテーマの設定】

(1) 学校課題を明確にして，全教師が共通実践してその解決に努める。
(2) 研究推進委員会を週時程に位置づけ，その機能の強化に努め，部会研修・教科研
修・初任者研修・経年研修・依頼研修・全体研修等，年間計画を具体的に作成し，

計画的に推進する。

(3) 全体研修は年３回を原則として設定し，研究推進委員会で企画立案されたものに
ついて，全職員の共通理解を図り，実践に向けての共通理解の場つくる。

(4) 夏休みに研修会を持ち，研究テーマ・学校課題の課題解決に向けた研修と修養に
努める。

(5) 教育情報化推進委員会に情報化推進リーダーをおき，情報機器の効果的活用を図
るとともに，年間指導計画に位置づけた指導を行う。

(6) 道徳授業の実践力向上の手だてを模索し、各教科や特別活動を通して道徳性
を高めるための研修を年間指導計画に位置づける。

４ 総合的な学習の時間（くんじゃんタイム）の充実

(1) 各教科，道徳，特別活動等で身に付けた知識や技能等を相互に関連づけ，学習や
生活において生かし，それらが総合的に働くような指導計画を作成する。

(2) 学習経験を生かした体験活動に，探究活動の過程を適切に位置付けた指導計画を
作成する。

(3) 他者と協同した問題解決的な学習，言語による表現活動を積極的に取り入れた学
習活動を推進する。

(4) ３年間を見通した指導計画を作成して，指導の充実を図る。
(5) 「総合的な学習の時間」の評価規準を設定し，指導の充実を図る。
(6) 家庭・地域との連携により，スムーズに運営できるよう工夫・改善を図る。

５ 国際理解教育を推進する

(1) 教育活動全体を通じて国際理解教育の推進を図る。
(2) 異なる考えや意見を受け入れる，相手を思いやる心の育成に取り組む。
(3) 地域の外国人の活用及びＪＩＣＡとの交流を推進し，自国や外国の文化に対する
理解を深める。

【徳】６～１５

６ 学年・学級経営の充実を図る。【学校経営の基礎】

(1) 一人一人が学級への所属感や存在感をもって生活でき，居心地のいい学年・学級
集団づくりを推進する。

(2) 「道徳教育」「学級活動の時間」の充実を図り，生徒間の信頼関係を構築する。
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(3) 凡事を徹底し，個人，集団の一員として，規律正しい生活態度の育成を図る。
(4) 教育相談の充実を図り，家庭学習の習慣化を徹底する。
(5) 教師間の連携を密にして学校生活の向上，意欲の育成を図る。
(6) 学習環境としての教室経営の充実を図る。
(7) 家庭との連携を密にして指導の効果を上げることに努める。

７ 人権意識の高揚を図る。【基本的人権の尊重】

(1) 「いじめ」は全職員の共通理解のもとに，人権意識の高揚を図り，未然防止，早
期発見・早期対応・早期解消に努める。

(2) 毎月一回「人権を考える日」を設定し，人権感覚を高める取組を展開する。
(3) 生徒総会で採択した人権宣言を，日常的に推進する。

８ 生徒指導の充実を図る。【カウンセリングマインドの充実】

(1) 学年を越えて全職員の共通理解を図り，情報連携・行動連携し，指導の充実・強
化を図る。（学年経営・学級経営の充実）

(2) 教育相談の充実に努め，学期に１回は相談月間を教育計画に位置づけ，確実に実
施する。

(3) 「相談資料，諸検査，調査資料」等，個人記録簿を作成し，学年持ち上がり，指
導資料としてその活用に努める。

(4) 生徒指導委員会（運営委員会）を週時程に位置づけ，機能化を通して生徒理解を
図る。

(5) ＳＣ・家庭・地域，関係機関等との情報連携・行動連携の強化を図る。（顔の見
える関係をつくる）

９ 道徳教育の充実を図る。【豊かな心の育成，基本的な生活習慣の形成】

(1) 「特別の教科 道徳」を要として，学校の教育活動全体を通じて行う。

(2) 校長の方針の下，道徳教育推進教師を中心に，有効で具体性のある全体計画・別
葉・年間指導計画・指導略案を作成し，それに基づいた実践を全校体制で推進する。

(3) 全職員の参画意識の高揚及び授業力の向上を目指し，道徳の授業のあり方を模索
し，全校体制で心に響く道徳教育の充実を図る。

(4) 授業公開やゲストティーチャーの活用など，家庭や地域との連携を深める。
(5) 生徒や学校の実態に応じ，３学年間を見通した重点的な指導や内容項目間の関連
を密にした指導を行う。

(6) 学習環境の整備を図る。
①花のある美しい学校 ②ちりのない美しい学校 ③整理整頓された学校

(7) 道徳の授業やボランティア活動及び自然体験的な実践を通して豊かな心の育成を
図る。（地域教育資源の積極的な活用）

(8) 道徳教材である「守礼」と「道徳実践活動学習教材」を道徳の年間指導計画に位
置づけて推進に努める。

(9) 年間指導計画に「私たちの道徳」の活用を位置づけ，その推進に努める。
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10 特別活動の充実を図る。【望ましい生徒集団の育成】

(1) 学級活動の充実により，望ましい人間関係の育成を図る。
(2) 年間指導計画に「次世代の健康づくり副読本」（こころの健康）を位置づけ，ここ
ろの健康の充実を図る。

(3) 生徒会活動を通して，自治意識の高揚を図る。
(4) リーダーの育成を推進する。（リーダー研修会の実施）
(5) 家庭・地域との連携を密にし，ボランティア活動や行事を通して，豊かな人間の
育成に努める。

11 キャリア教育の充実を図る

(1) キャリア教育担当者を中心として，学校教育活動全体を通した計画的・継続的な
指導を推進する。

(2) 各教科の指導に当たっては，キャリア教育の諸能力の育成を想定した計画を日々
の授業で実践する。

(3) 地域教育資源等の積極的な活用に努め，職業観・勤労観の高揚を図る。
(4)「チャレンジウィークｉｎ国頭」の実践に当たっては，村教育委員会との密な連携
を図り，実施する。

12 環境教育の充実に努める。【情操教育】

(1) 持続可能な社会づくりに貢献する人材の育成」を踏まえ、地球的視野で環境を大
切にし、地球環境の保全やよりよい環境の創造のために、主体的に行動する資質、

能力の育成図るため、発達段階に応じ、学校教育全体を通して環境教育を推進する。

(2) 各教科，道徳，特別活動，総合的な時間の目標や内容と環境教育との関連を見直
し，環境教育に関する内容を明確にして，それぞれの年間指導計画に位置づけ，計

画的・組織的・継続的に実践的な環境教育をつくる。

(3) 授業実践にあたっては，環境教育に関する具体的な事象を通して理解させ，その
事象の因果関係や相互関係を把握する力と環境を保全する意欲，態度の育成する。

13 平和教育の推進を図る。【国際理解と人類愛】

(1) 「平和教育指導の手引き」の基本的な考え方と指導方針を踏まえ，全職員の共通
理解を図り，平和教育を推進する。

(2) 各教科，道徳，特別活動，総合的な時間の目標や内容と平和教育との関連を見直
し，平和教育に関わる内容を明確にし，それぞれの年間指導計画に位置づけて，推

進する。

(3) 指導計画にあたっては，生徒の心身の発達段階に応じて判断力や社会的経験を配
慮する。

(4) 指導内容は，世界の平和と人類の福祉に貢献する立場から，「生命の尊重」「個人
の尊厳，思いやりの心」「国際理解と人類愛」を育てる内容を基本に推進する。
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14 ボランティア活動の充実を図る。【奉仕の精神の育成】

(1) これまでの活動の充実を図るために，総合的な時間に位置づけて，計画的・継続
的に推進する。

(2) 常時活動が展開できるようボランティア部を設置し，その実践に努める。
(3) ボランティア活動や社会奉仕の精神を涵養する体験や幼児，高齢者，障害のある
人々と触れ合うことや自然体験学習などの充実に努める。

15 特別支援教育の充実を図る。

(1) 校内組織に特別支援教育コーディネーター及び特別支援教育校内委員会を設置し，
発達障害を含む特別な支援を要する生徒の「個別の指導計画」を作成して，対象生

徒のニーズにきめ細かに対応する。

(2) 平成 28 年 4 月 1 日施行の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に
より公立学校で義務化される『合理的配慮』について共通理解を図る。

(3) 特別支援学級と通常学級との交流及び共同学習を通して，社会性の涵養を図る。
(4) 基本的な生活習慣の形成や体験的な学習を積極的に取り入れ，日々の生活に生か
せるように支援する。

【体】１６～１８

16 健康・体力の向上と食の教育の充実を図る

(1) 保健体育の授業の充実と，運動部活動の活性化と適正化を図る。
(2) 運動部活動の練習に，持久力向上を目的とするメニューを積極的に取り入れる。
また ,部活動単位で，村の職域駅伝大会や地区部活動対抗駅伝大会に出場し，持久力
の強化に努める。

(3) 栄養職員とのＴ･Ｔによる授業を通して，食育の指導を強化する。
(4) 村の食に関する連絡協議会との連携を密にした取り組みを推進する。
（ 5）ＰＴＡ及び給食センターと連携し，学期１回の「弁当の日」の充実を図る。

17 健康・安全教育の充実を図る。【生命の尊重】

(1) 年間計画のもとに保健・安全教育の充実を図る。
（ 2）保健体育の年間指導計画に性・エイズ教育や喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育を位
置付ける。

(3) 健康・安全の確保，安全管理を徹底する。
(4) 通学路，校内安全点検の充実を図る。（自転車点検・自転車の正しい乗り方につい
ての指導の徹底）

(5) 避難訓練（火災，地震・津波等）及び防犯訓練（不審者等）を実施する。
(6) スクールカウンセラー及び村教委の教育相談員，村福祉課 SSW の積極的な活用に

努める。

(7) 部活動における外部人材の積極的な活用を推進する。
(8) 学校保健委員会の活性化に努める。
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18 危機管理体制の強化を図る。

(1) 安全管理
① 危機管理マニュアルを作成し，臨機応変な対応ができるように徹底する。

② 計画的に校区内の通学路の安全点検を実施し，危機の未然防止に努める。

③ 年間計画に防犯訓練や防犯教室，防災避難訓練を位置づけ，意図的・計画的指

導に努める。

④ 消防計画を作成し、臨機応変な対応ができるように徹底する。

(2) 情報管理
① 個人情報保護規定を作成し，個人情報の管理を徹底する。

② 職務上，知り得る情報の管理を徹底する。

(3) 生徒管理
① 生徒指導全体構想，全体計画，指導体制を明確にし，全職員体制での指導を推

進する。

② 教育相談全体計画の下，各学期に教育相談週間を位置づけるとともに，計画的

・継続的に教育相談を実施する。

【ＳＤＧSの推進】１９

19 ＳＤＧSを意識した教育活動を推進する。

(1) 持続可能な社会の創り手の育成に努める。
(2) SDGS 達成の担い手に必要な資質・能力の向上を図る。
(3) 環境（自然・歴史・文化）学習、人権・平和学習及び国際理解学習等において、
持続可能な社会を創造していくことを目指す学習活動や SDGS 達成に必要な教育活動
の実施に努める。

環境（自然・歴史・文化）学習 人権・平和学習 国際理解学習

【連携等】２０

20 学校・家庭・地域との連携

(1) ＰＴＡ活動の活性化に努め，学校・家庭・地域と連携し，積極的に学校評価を行
い，それを公開し，学校課題の解決に努める。

(2) 地域の教育資源バンクを設立し，地域人材の活用を推進する。
(3) 地域の教育資源（「ヒト」「モノ」「コト」）を生かした効果的な教育活動の推進。
(4) 学校施設・設備の開放，学校評議委員会の設置，学校便りの発行等に努める。
(5) 家庭教育支援会議を定期的に開催し，不登校傾向生徒等への支援体制づくりに努

める。


